
(平成 23年 3月 8日 開催 )

薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会

議  題

1)審議品目

○添加物として新規指定並びに使用基準及び成分規格の設定
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(2)報告品目

○ポジテイブリス ト制度関係

【農薬】
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・クロランスラムメチル (暫 定基準の見直し)・ ・・・・・・・・・・・・・

・メ トミノス トロビン (暫定基準の見直し+魚介類)・ ・・ 1・ ・・・・・・
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【飼料添加物及び動物用医薬品】
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(3)文書配布による報告品目等
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○既存添加物名簿からの消除予定添加物について・・・ ロロロ・ 口・ “口・・・ 85

oポジティブリス ト制度関係

【農薬】
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【動物用医薬品】

ロエンロフロキサシン

(薬 事法に基づ く承認事項の変更に伴 う残留基準の設定 )・ ・・ 口・・ 103

・牛ク ロス トリジウム感染症5種混合 (ア ジユバン ト加)ト キソイ ド

(薬事法に基づ く再審査申請に伴 う残留基準の設定 )・ ・・・・・ 口・ 105

・鶏コクシジウム感染症 (ネ カ トリックス)生 ワクチン

(薬事法に基づ く再審査申請に伴 う残留基準の設定)・ ・・・・ 口・・ 106

・ツラス ロマイシン
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・マイコプラズマ ロガリセプチカム感染症・マイコプラズマ・シノビエ感染症

混合生ワクチン (薬事法に基づく承認申請に伴 う残留基準の設定)・ ・ 109
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0「平成23年度輸入食品監視指導計画 (案 )」 について ・ 口・ "ロ ロ・・・ 1・ 9

0食品衛生分科会における審議対象品目の処理状況について 口・・・・ C“ ・ 13




